
食品ロスを意識し、作った料理は残さないようにしましょう。食材は、無駄なく使い切りましょう。　 　 地域づくり課環境対策班　☎（７０）０３８６
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問

ミーティングを開催
第28回 市消防団

　市では、市民や各種公益団体、事業者等、幅広い
分野に携わる多くの方々 と自由な意見交換を行うこと
で「未来に向けてみんなでつくろう！  住みたい・住み
続けたいまち」に向けた今後の市政運営への参考とす
るため、ふれあいミーティングを開催しています。
　28回目となる今回は、市消防団の皆さんにお話
を伺いました。

れ いふ あ市長
との

市　長　女性消防団の今後の目標は。
消防団　現状では、女性消防団の活動が、まだあ
まり市民に認知されていないと感じますので、まず
は、広く周知することによって、私たちについて知っ
てもらうことから始めたいです。そして、一緒に取り
組む仲間を増やしていきたいです。市内に移住し、
地域に根付いた活動に参加したいと思い入団した私
のように、転入者にも輪が広がることを望みます。
市　長　消防団の現状や課題、今度の展望につい
ては。
消防団　団員の減少と高齢化により、特に平日昼間
の火災出動の人員確保が困難なことが課題です。
その打開策の一つとして、機能別消防団員を創設し、
「消火団員」「広報団員」など各々の得意分野で活
躍できるようにすることで、入団者の増加を促し、
消防力の強化につなげたいです。
市　長　皆さんの中で、消防団はどのような存在で
すか。
消防団　先輩後輩がいて、活動を通じての学びがあ
り、知識や経験を高められる、学校や部活のような
存在です。
市　長　消防団に関心のある方へ、メッセージをお
願いします。
消防団　市に少しでも貢献したいという仲間を求めて
いますので、有事に率先して行動できる消防団で、
一緒に活動しましょう。
　人生は一度きりですから、何事にもチャレンジし、
共に行動しましょう。
　都合のつく時間で活動でき、フルタイム勤務や主
婦、子育て中などさまざまな方が活躍しており、仲
間作りにもなるので、ぜひ加入してください。
市　長　日ごろから安全安心なまちづくりにご尽力
いただいている消防団の活躍を、行政から市民にしっ
かりと周知していきます。

※消防団の活動に興味のある方は、安全対策課
　（☎（７０）０３０３）まで問い合わせください。

市　長　本年4月から団長として指揮を執られており
ますが、就任に当たって、そして、この数か月間の
活動を通しての思いをお聞かせください。
消防団　輝かしい伝統と実績を引き継ぎ、団員一丸
となって地域の安全安心のために活動してまいりま
す。また、この数か月は、コロナ禍で見合わせてい
た訓練の再開や大会の実施など、精力的に活動を
展開しており、団員の応えに感謝すると同時に、楽
しく感じています。災害が無いのが一番ですが、有
事に備え、継続して訓練に取り組みます。
市　長　団長の立場で意識していることは。
消防団　団員が、まず自分と家族の身を守り、安全
に出動できる状況であることが大切です。団長とし
て、住民の命を守るだけでなく、団員の命も預かっ
ているので、的確に場所と人数を把握し、いかに早
く危険を察知して取り除くかを考えています。
市　長　長年の活動の中で、分団長にとって、特に
印象深い経験は。
消防団　東日本大震災発生時、携帯電話が通じな
い中、信号が消えた交差点で交通整理を行ったこと
です。その際、通信手段の大切さや情報の重要性
を再認識しました。この貴重な経験が今に生きてい
ます。
市　長　分団長・熟練者として、今後どのような事
柄に注力したいと考えますか。
消防団　昨今、団員の負担軽減が叫ばれています
が、やはり消防団は地域防災の要です。消防力強
化との両立を図ることは難しいことですが、この両輪
を回すことが可能か否か、次世代の団員と市民のた
めに、未来へ向けての活動をしていかなければなら
ないと考えています。
市　長　女性団員の強みや、役割を教えてください。
消防団　女性ならではの寄り添い方ができることが、
強みの一つです。例えば、救急救命講習の講師を
する際、男性団員のみでは、一般参加者が雰囲気
に圧倒されることもありますが、女性団員がいると、
和やかさがあり質問などをしやすい空気になります。

消防団

消防団

消防団

消防団

市   長
消防団
市   長

消防団

市   長

消防団

消防団

市   長

市   長

市   長

市   長

市   長

市   長

消防団
市   長

※「市消防団」以下「消防団」
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問

消防団員を募集しています
　災害現場や防災で重要な役割を担うのが消防団です。し
かし、近年では団員不足が深刻な課題となっています。
　「大切な地域や家族を災害から守る」という使命のもと、
あなたも消防団に入団しませんか。18歳から60歳未満で市内
在住・在勤の健康な方なら、男女問わず誰でも入団できます。

　市消防団では、女性消防団員も募集しています。女性消防
団員は、男性消防団員とは活動が異なり、応急手当の普及活
動や火災予防等の啓発活動が主な活動内容となります。
　本市では、現在７人の女性消防団員が救命講習の指導補
助や、防火広報活動などで活躍しています。
▶女性消防団員の主な活動
①規律訓練等
②消防団事業への参加
③火災予防啓発活動
④救命講習活動
　近年、多様化・激甚化する災害に対し、地域防災力の要
となる消防団への期待は大きくなっています。地域防災の担
い手として、女性消防団員の活動に参加していただける方の
入団をお待ちしています。
　加入をご希望の方は、安全対策課までご連絡ください。
　 安全対策課消防防災班　☎（７０）０３０３

安全安心コーナー

問

東金警察署管内安全・安心キャラクター
「とうがめくん」

●9月の移動交番車開設予定
開設場所 開設予定日 開設時間

10日㈫
27日㈮
13日㈮
25日㈬
9日㈪
30日㈪
10日㈫
25日㈬
5日㈭
19日㈭
4日㈬
30日㈪
2日㈪
3日㈫

14時～15時
10時～11時30分
14時～15時
14時～15時
14時～15時
10時～11時30分
10時～11時30分
10時～11時30分
14時～15時
14時～15時
14時～15時
14時～15時
10時～11時30分
10時～11時30分

セブンイレブン
季美の森店
ケーヨーＤ２
大網永田店
主婦の店
大網店
農村環境
改善センター
いずみの里

みどりが丘
自治会館
ショッピング
センター
アミリィ
大網白里市役所
大網病院

　悪質業者はさまざまな手口で、人の不安
や欲につけ込み、あなたの財産を狙ってい
ます。
　特にトラブルが多い悪質商法の手口を紹
介します。
①点検商法
　「無料で家屋を点検する」「屋根が壊れて
いる」などと言い、あたかも正規の点検の
ふりをしながら断り切れない状態にして、
必要の無い工事や商品交換、駆除作業等
を行う契約を結ばせる商法。
②利殖商法
　未公開株、社債、ファンド、外国通貨等
の取引を装って「値上がり確実」「絶対に
損はしない」「元本は保証する」などと勧誘
し、購入代金や出資金をだまし取る商法。
③送りつけ商法
　突然一方的に商品を送りつけたり、電話
での売り込みを断っても商品を送りつけて、
その代金の支払いを請求する商法。
④マルチ商法
　知人やＳＮＳなどで知り合った者から「会
員になって新たな購入者を獲得したら多額の
ボーナスを得られる」などと、個人を商品
の販売員として勧誘し、さらに次の販売員
を勧誘すれば収入が上がるとして販売活動
をさせ、連鎖的に販売組織を拡大する商法。

悪質商法に注意！
◇被害に遭わないためのポイント
・相手の身分と用件をしっかり確認する
・うまい話、もうかる話を信用しない
・曖昧な返事をせず、勇気を出してはっきり
と断る
・１人で判断せず、家族や知人、相談窓口
へ相談する
　 東金警察署　☎（５４）０１１０
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◆女性消防団員も活躍しています

2024.9.1№6895

空き地を所有・管理している方は、定期的に草刈りなどを行いましょう。　　地域づくり課環境対策班　☎（７０）０３８６問

◀申請フォーム

申問

　10月から11月までの２か月間を調査期間と
する「全国家計構造調査」を実施します。
　この調査は、皆さんに日々の収入や支出な
どを回答いただき、国民生活の実態を明らか
にするものです。調査結果は、社会保障や
福祉政策の検討など、国民生活に身近なさ
まざまな政策に役立てられます。
　９月ごろから、千葉県知事に任命された調
査員が対象地域を訪問しますので、調査へ
の協力をお願いします。
▶対象地域＝みずほ台、永田、みやこ野地区
の一部
　調査員は千葉県知事が発行する調査員証
を携帯しています。
　 企画政策課政策推進班　☎（７０）０３１６

「全国家計構造調査」に
ご協力ください

　市が発注する建設工事、業務委託、物品購入等の入札結果のうち、主なもの（落
札金額が工事500万円以上・業務委託300万円以上・物品購入等200万円以上）
について公表します。
　なお、そのほかの結果も含め、全入札結果は、入札情報サービス、市役所受
付行政情報コーナー、財政課で公表しています。　※金額は税込表示。

入札結果の公表

【7月 26日一般競争入札実施分】

問財政課契約管財班　☎（７０）０３１２

●件　　名

　場　　所
　落札業者
　落札金額
　落 札 率

●件　　名

　場　　所
　落札業者
　落札金額
　落 札 率

●件　　名

経年ガス導管入替工事
（山辺３区）
金谷郷（下根引）地内
有限会社　雅工業
6,721,000 円
93.47%

経年ガス導管入替工事
（富田（北））
富田（西大定）地内
株式会社　丸二工務店
13,127,930 円
87.02%

浄化センター汚泥棟揚砂
ポンプ等整備工事

　場　　所

　落札業者
　落札金額
　落 札 率

●件　　名
　場　　所
　落札業者
　落札金額
　落 札 率

●件　　名

　場　　所

　落札業者
　落札金額
　落 札 率

四天木５５６番地２
外２箇所
布川産業　株式会社
13,500,424円
87.67%

幹線排水路維持管理業務
駒込地内
株式会社　伸栄建設
3,520,000円
80.81% 

災害用備蓄品購入（非
常食）
永田１０５５番地　
瑞穂小学校備蓄倉庫　
外１１箇所
ムラスギ防災　株式会社
3,175,200円
98.13%

　現在、手当を受給されている
方および令和６年６月までに新
たに認定を受けた方は、９月
11日㈬に市から２か月分（令和
６年７月分～８月分）が指定口
座に振り込まれます。
　児童扶養手当証書（緑色）
に記載してあります金融機関の
口座にてご確認ください。
　・　子育て支援課児童家庭班
　 ☎（７０）０３３１

問

問

申

９月は児童扶養手当
の支払期です

　令和６年分の所得税および令和６年
度分の個人住民税に実施される定額
減税において、減税しきれないと見込
まれる方に対し、調整給付金を支給し
ます。
▶対象＝定額減税の対象者で、定額
減税可能額が「令和６年分推計所得
税額」または「令和６年度分個人住
民税所得割額」を上回る（減税しき
れない）と見込まれる方
▶定額減税可能額
・所得税分＝３万円×減税対象人数（※）
・個人住民税所得割分＝１万円×減税
対象人数（※）
※減税対象人数とは、納税義務者本人
　＋控除対象配偶者＋扶養親族の数。
※扶養親族数は、16 歳未満を含み、
　国外居住者は除く。
▶支給額＝次の①と②の合計額（合計
額を万円単位で切り上げ）
①所得税分定額減税可能額－令和６
年分推計所得税額
②個人住民税所得割分定額減税可能

定額減税補足給付金（調整給付）を支給定額減税補足給付金（調整給付）を支給
額－令和６年度分個人住民税所得割額
※令和６年中には令和６年分所得税額
　は確定しないため、前年の令和５年
　分所得税額により推計します。
▶申請方法＝確認書の郵送または、電
子申請
※確認書は、対象者宛に８月上旬に発
　送しました。
※郵送の場合は、確認書に本人確認
　書類を添えて、同封の返信用封筒
　で返送してください。
※電子申請は、確認書に同封の案内
　チラシをご覧いただくか、次の申請
　フォームからアクセスしてください。
▶申請締切＝10月31日㈭（消印有効）
　・　 総務課行政班
　 ☎（70）０３４８

申問

低所得世帯支援給付金（令和６年度住民税
非課税世帯等分）の支給

　物価高騰による負担増を踏まえ、令
和６年度住民税非課税世帯等に対し、
低所得世帯支援給付金（１世帯当たり
10万円）を支給します。
▶対象＝令和６年６月３日（基準日）に
おいて本市に住民票があり、令和６年
度分の住民税が「住民税非課税の方」、
「均等割のみ課税されている方」または
「均等割のみ課税されている方と住民税
非課税の方」で構成される世帯
◇子ども加算について
　低所得世帯支援給付金支給対象世帯
のうち、18歳以下の児童を養育する世
帯するについては、児童１人当たり５万
円を支給します。
▶申込方法＝市から対象世帯の世帯主
宛に送付した確認書に必要事項を記載

して、同封の返信用封筒で返信
※令和６年１月２日以降に本市に転入した
　方、令和６年度分住民税未申告の方が
　いる場合や、基準日以降に出生した新
　生児がいる場合は、問い合わせください。
〈共通事項〉
▶申請締切＝10月31㈭（消印有効）
▶その他＝次に該当する世帯は支給対
象外
・令和５年度分住民税非課税世帯に対
する給付金が受給済みである世帯
・令和５年度分住民税均等割のみ課税世
帯に対する給付金が受給済みである世帯
・双方それぞれの給付金の支給対象だっ
たが、未申請または支給を辞退した世帯
　・　 社会福祉課社会福祉班
　☎（７０）０３３０

市役所共用封筒に有料広告を掲載しませんか
　地域経済の活性化、自主財源の確保
を目的に市役所共用封筒に掲載する有
料広告を募集します。
▶掲載期間＝令和７年１月～令和７年12
月（封筒の在庫状況等により使用時期
が前後することがあります）
▶規格（封筒サイズ）
・長形３号（縦23.５ｃｍ、横12.０ｃｍ）
・角形２号（縦33.０ｃｍ、横24.０ｃｍ）
▶印刷部数
・長形３号＝５４,０００枚
・角形２号＝１４,５００枚
▶広告枠
・長形３号＝３枠（縦５.０ｃｍ×横９.０ｃｍ）
・角形２号＝３枠（縦７.５ｃｍ×横18.０ｃｍ）
▶掲載料（１枠当たり）
・長形３号＝５４,０００円
・角形２号＝２９,０００円

▶募集締切＝９月30日㈪（必着）
　詳細はホームページをご覧ください。
　・　 財政課契約管財班
　☎（７０）０３１１

　納税は、国民の三大義務の一つであ
り、滞納された税金を放置することは、
納期限内に納付された方と公平性を欠く
ことになります。滞納は、市の財政を圧
迫し、皆さんへの行政サービスに支障を
来すことになります。
　市では、納期限を過ぎても納付が無
い場合、督促状を送付しています。それ
でも納付が無い場合は、財産調査を行
い、法律の定めに従い、財産の差し押えや、
差し押えた財産の公売を行っています。
〈納期限を過ぎても納付が無い場合〉
　地方税法の規定により納期限経過後
20日以内に督促状を送付します。
〈督促・催告〉
　督促状を送付しても納付が無い場合、
催告書の送付や、電話や訪問による催
告を行う場合があります。
〈財産調査〉
　督促状を送付しても納付が無い場合、
滞納者の財産調査を行います。
〈差し押さえ〉
　財産調査で判明した財産を差し押さえ
ます。
▶差し押さえ事例
①給与等の差し押さえ＝勤務先へ給与
等照会後、給与等の差し押さえを実施し、
給与等から一定額を税金に充てます。
②預貯金の差し押さえ＝金融機関等へ
預貯金照会後、差し押さえを実施し、
税金に充てます。
③不動産の差し押さえ＝法務局へ照会
後、土地や建物の差し押さえのために、
法務局へ差し押さえ登記の嘱託をしま

公平な納税のための滞納処分（差し押え）
す。差し押さえ登記後に、抵当権者（金
融機関や住宅金融支援機構等）等に、
差し押さえしたことを通知します。
・令和４年度＝１０６件実施（預貯金、
生命保険、給与、国税還付金等）
・令和５年度＝１１９件実施（預貯金、
生命保険、給与、国税還付金等）
〈捜索〉
　財産の発見や、差し押えなどの必要が
ある場合、滞納者やその関係者の住居
等を相手方の意思に関わりなく捜索する
場合があります。
・令和４年度＝18件実施
・令和５年度＝24件実施
◇納められない方は早めの納税相談を
　病気や失業・事業不振等の理由で納
められない方は、早めの納税相談をお
願いします。相談等がないと、生活状
況等の把握ができず、やむなく差し押さ
えの処分を受ける場合があります。納税
相談は、随時、実施しています。滞納
額が増える前に早めに相談してください。
事情により、徴収猶予等の手続を行い
ます。
◇納税は自主納付が原則です
　口座振替を推奨しています。口座振
替が利用できる金融機関等は問い合わ
せください。また、納付書は全国のコン
ビニエンスストアで納付できます。
◇納期限を過ぎると
　納付しても延滞金が発生する場合があ
りますので、納め忘れに十分ご注意くだ
さい。
　 税務課滞納整理班　☎（７０）０３２３問

問申

●市役所共用封筒の裏側（角形２号の場合）

広告掲載場所（広告枠）
［縦7.5cm×横18cm］

広告掲載場所（広告枠）
［縦7.5cm×横18cm］

広告掲載場所（広告枠）
［縦7.5cm×横18cm］
○上記枠は広告スペースです。
○広告内容に関するご質問は、広告主に直接
　お問い合わせください。


